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足立区用途地域等改正決定特集号

6
月
2 4日か

ら施
行新し い用途地域・地区が決定しまし た

―「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」の改正も同日に施行―

快
適
で
調
和
の
と
れ
た

ま
ち
を
実
現
す
る
た
め
に

用
途
地
域
の
指
定
は
、
将
来
に
向
け
て
市
街
地

の
環
境
整
備
を
進
め
て
い
く
た
め
の
、
最
も
基
本

的
な
ル
ー
ル
で
す
。

本
号
で
は
、
新
し
い
用
途
地
域
・
地
区
お
よ
び

日
影
規
制
区
域
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□
こ
れ
ま
で
の
経
緯

区
で
は
、
梼
さ
ん
の
康
見
を
伺
い

な
が
ら
、
川
途
地
域
・
地
区
の
原
案

を
作
成
し
、
都
へ
提
出
し
ま
し
た
。
(

あ
だ
ち
広
報
特
集
り
1
5
年
7

月
3
0

日
り
参
照
)

□
都
市
計
画
法
に
よ
る
手
続
き

都
は
、各
区
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
区

原
案
」
を
も
と
に
1
5
年
9

月
に
「
素

案
」
を
発
表
し
、
縦
覧
や
公
聴
会
を

経
て
、
3

月
に
「
都
市
計
画
案
」
を

ま
と
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
都

巾
計
戚
案
」
の
縦
覧
を
行
い
、
区
が

「
榔
巾
計
肖
案
」
を
確
認
後
、
5

月
1
3

口
に
開
催
さ
れ
た
東
京
都
祁
巾
計

再
審
議
会
の
審
議
を
縄
て
、
K

の
原

案
ど
お
り
新
し
い
川
途
地
域
・
地
区

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

□
用
途
地
域
・
地
区
の
概
要

今
回
、
用
途
地
域
・
地
区
で
次
の

祁
市
計
戚
が
杵
示
さ
れ
ま
し
た
。

用
途
地
城
/

防
火
地
域
お
よ
び
準

防
火
地
域
/

高
度
地
K
/

特
別
E

業

地
区K

は
今
回
の
改
卍
で
、
工
上
地
区

画
穣
理
事
業
を
施
行
す
べ
き
区
城
の
L

地
利
川
の
見
直
し
'
2
)
防
災
俄
中

計
肖
に
基
づ
く
腿
直
し
1

。
'新
線
に

あ
わ
せ
た
L

地
利
用
の
見
直
し

・
4、。

都
巾
計
両
道
路
に
よ
る
L

地
利
川
の

適
i

化

‘
5。
'
人
規
模
E

増
跡
地
の
L

地
利
川
転
換
に
よ
る
見
戚
し
6

、
L

地
利
川
の
変
、史
に
つ
い
て
要
甲
の
あ

っ
た
地
K

の
6

つ
の
槻
点
に
碪
づ
く

見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

改
正
さ
れ
た
用
途
地
域
・
地
K

は
、
2
・
3
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
、

※
見
戚
し
簡
所
に
つ
い
て
、
く
わ
し

く
は
区
・
都
巾
計
画
課
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す

□
日
影
規
制

住
宅
地
に
お
け
る
日
照
を
確
傑
す

る
こ
と
を
口
的
と
し
て
、
敷
地
境
界

線
か
ら
一
定
の
距
離
(
5
m

と
1
0
m
)

を
超
え
る
範
瞬
に
、
一
定
時
間
以
L

川
影
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
規
制
す

る
も
の
で
す
。

規
制
の
対
象
と
な
る
建
築
物
は
、

第

‘
種
低
層
住
居
碑
川
地
域
内
は
軒

商
が
7
m

を
趨
え
る
も
の
ま
た
は
3

階
建
て
以
L

の
も
の
で
す
。
そ
の
ほ

か
の
用
途
地
城
(

商
業
地
城
・
工
業

地
城
・
L

業
専
用
地
域
を
除
く
)

に

つ
い
て
は
、
鳥
さ
が
1
0
m
を
超
え
る

も
の
で
す
。

改
正
さ

れ
た
日
影
規
制
K

域

は
、
4

面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

※
見
直
し
簡
所
に
つ
い
て
、
く
わ
し

く
は
K

・
榔
巾
計
肖
課
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す

□
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
べ

き
区
域
の
地
区
計
画

今
刈
の
川
途
地
城
・
地
区
と
闘
時

に
、
L

地
区
肖
整
理
事
業
を
施
行
す

べ
き
K

域
に
。
次
の
地
K

計
画
が
告

示
さ
れ
ま
し
た
(

閃
1
)
。

※
地
区
計
肉
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く

は
区
・
都
市
計
両
課
で
ご
覧
に
な
れ

ま
す

【
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
べ

き
区
域
の
地
区
計
画
の
制
限
概
要
】

1
.

形
態
・
意
匠
、
用
途
の
制
限

趣
築
物
の
川
根
・
外
曜
の
色
彩
は

良
好
な
住
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
落
ち

着
い
た
色
あ
い
の
も
の
に
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
‥
'
f外
広
犇
物
は
地
K

の
良
好
な
笑
覿
を
損
ね
な
い
も
の
に

し
て
く
だ
さ
い
。
舎
人
・
占
T

谷
本

町
地
区
は
、
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
建
築
を
禁
i

し
ま
す

。

図1　 土地区画整理事業を施行すべき区域の地区計画位置図 2
.
敷
地
の
最
低
規
模
(
図
2
)

今
後
の
L
地
分
割
の
敷
地
面
積
は
8
3

㎡
以
E
と
し
ま
す
。
な
お
、
現
在
8
3

㎡
未
満
の
敷
地
で
は
そ
の
ま
ま
建

築
で
き
ま
す
。

図2　 土地分割の例3
.
垣
・
さ
く
の
作
り
か
た
(
図
3
)

生
け
埴
を
基
本
と
し
、
コ
ン
ク
リ

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
・
レ
ン
ガ
造
・
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
と
き
は

高
さ
6
0
m以
ド
と
し
ま
す
。

図3　 垣・さくの例

4
.
外
壁
の
位
置
(
図
4
)

道
路
境
界
線
か
ら
建
築
物
の
外
壁

面
ま
で
、6
0㎝
以
L
の
空
閥
を
確
保

し
て
く
だ
さ
い
。

図4　 外壁後退の例5
.
す
み
切
り
作
り
(
図
5
)

道
銘
と
道
路
の
交
差
す
る
角
敵
地

は
底
辺
2
m
以
L
の
す
み
切
り
な
ど

で
地
通
し
で
き
る
空
間
を
確
傑
し
て

く
だ
さ
い
。

図5　 すみ切りの例

そ
の
他
の
都
市
計
画

川
途
地
域
・
地
K

と
同
時
に
、
次

の
都
市
計
両
が
告
示
さ
れ
ま
し
た

。

・
都
市
計
画
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決
定
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=
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述
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築
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建
築
の
際
に
は

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、
建
物
を

建
て
る
際
の
ル
ー
ル
が
人
き
く
変
史

さ
れ
た
地
K

が
あ
り
ま
す
。

今
後
は
、
新
し
く
な
っ
た
様
々
な

ル
ー
ル
を
守
っ
て
建
物
を
建
て
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

敷
地
の
場
所
や
形
に
よ
り
建
て
ら

れ
る
建
物
の
人
き
さ
が
賢
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

。

お 問 い 合 わ せ は
都 市 計 画 課　 都 市 計 画 係

〒120- 8510　中央本町1- 17- 1
3880- 5280

◎ 区の木…さくら　/ 区の花…チューリップ 　
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足立区用途地域・地区改正決定図
( 平 成16 年6 月24 日告示)

足立区役所 足立区中央 本町一 丁目17 番1 号 　3880- 5280
都 市 計 画 課　 都 市 計 画 係

細部不明な点については上記にお問い合わせください。
本図は多色刷のため多少のずれがありますのでご注意
ください。

地 区 計 画 区 域

※ 地区計画区域では、地区毎に、

逹薬勧等についての娩制等が定め

られていますのでご注意ください

※ 地区 計画区域によっては、指定

容穡率が、公共施般の雙傭状況に

より、艮定された後に適用される堋

合がありますのでご注憲ください

※ 国道4 号( 千佳地区を除く) 、環

状7 号綿沿道には、沿道地区計画

による雇薬物等についての規制等

が定めら れていますのでご注意

ください

高度利用地区内の建築 制限

防火地域・準防火地域内の構造制限

高度地区とは
最 高限 度高 度 地区 … …建 築 物の 高 さを

規制 す るこ と によ り、 日 照・ 採 光・ 通
皿な ど を確 保し 、 佳 環境 を保 鑁 する も

ので3 種類 あ りま す。

第1 種 高度 地区 第2 種 高 度地 区 第3 種 高度 地区

※ t 儺に遍路・* 圜・● 魯敷 辱かある 嶬翕、濶● か綴 和さ れま す。

最低 顧 高慶 嶮l … …濺 築 物の 鳥 さ( 是・ ● から の鳥 さ) の 膕 低

餓纜 を7 メ ート ル に 竃め て、 土 地の 高 慶利 用を 襴る 地 区 です 。

※ 地域地区の境界線のとり方

地域地区の境界線で明示のないものは
原則として道路・鉄道・河川などの中心
綿となっています
路顛式で指定距離の明示のないものは、
すべて道路または都市計面道路等の境界
線から20mです
30…… 30m を示す( 遭路等からの距● )
50…… 50m を示す( 遭路等からの距陥)
100…… 100m を示す( 道路等からの距離)

…… ……… 都市計画遭路を示す

登 録番 号16- 466 印刷　緑川 地図印刷 株式会社　電 話3625- 3922
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日 影 規 制 区 域 改 正 決 定 図

問
先

都市計画課　都市計画係
〒120- 8510　中央本町1- 17- 1
3880- 5280

日影規制による建築物の制限

※ 境界線のとり方
岐界緇で明示のないものgj原則として遍路・
鉄遍・河川辱の中心離とな・)ていj す ● 離式て
指竃距● の明示のな・いもの4j、すぺて遭路1 た
l j都市計蓊画鷄の境界糒から20mです.

=E=…… 10m を示亨(由路等からの距離3
y' ‥ ・30f lを示す; 遍略辱からの距離)
50…… SO作を示亨: 道路等からの距離)
卜X …… 100mを示す(道路等からの距畑)

‥ - … …… 軈市計覊遍鷦を示す

古
紙
配
合
率
1
0
0
%再
生
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を
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用
し
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い
ま
す
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